
 

 

 

 

 

  失業して家

賃が払えな

くなりそう 

仕事が見つ

からない 

生活を立て

直したい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

自立支援事業対象者で家計管理の支援により生活の再建が見込める方が対

象になります。あなたにあった家計支援プランを作成して家計の状況を見える化

し家計管理の力を高め、生活の立て直しを支援します。 

 

詳細はこちらから 

あなただけの支援プランを作ります。生活の困りごとや不安を抱えている方は、一人で抱えこま

ずに、まずはご相談ください。支援員がお話をうかがい、どのような支援が必要かをあなたと一緒

に考えます。その上で具体的な支援プランを作成し、寄り添いながら自立に向けた支援を行います。 

※お電話・訪問・来所等、ご希望の方法で相談に応じます。 

家賃相当額を支給する制度です。離職・廃業から 2 年以内または休業等により収入が減少し、離職等

と同程度の状況にある方などに一定期間（原則３カ月）家賃相当額（上限あり）が支給されます。 

＊住居確保給付金の申請には、収入・資産等の要件があります。 

お気軽にご相談ください。 
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困っていることを何でも話して

ください。 

支援員がお話を伺います。 

会議で決定したプランに基づい

て、支援を開始します。 

自立に向けて一緒に目標に取り

組みましょう！ 

関係機関の担当者を交えた会議

で、一緒に考えた支援プランの話

し合いをします。 


